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政治資金関係申請・届出オンラインシステム 

 

 政治資金規正法に基づく各種の届出や収支報告を、インターネットから原則 24 時間

365 日どこからでも行えるシステムです。 

なお、国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書のオンライン提出の努力義務規

定があります。（法第 19 条の 15） 

 

(1)政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用することの主なメリット 

 ① 平日でも休日でも、24 時間 365 日提出が可能となる。 

 ② 窓口に行く必要がなくなり、移動時間や待ち時間がなくなる。 

 ③ 窓口までの交通費、用紙代及び印刷代が不要となる。 

 

(2)利用申請の手続 

   政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用するためには、利用申請を行う

必要があります。 

   申請方法には、インターネットを利用した電子申請【公的個人認証方式】（マイナ

ンバーカード及び IC カードリーダライタが必要です。）と、申請書による申請【ID・

パスワード方式】（記載例 P78）があります。 

   申請方法の詳細は、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」ホームページ 

 ［https://kyoudou.soumu.go.jp/］ 

よりご確認ください。 

なお、申請方法、申込者区分（代表者、会計責任者）に応じて、ご利用できる手続

きが異なりますのでご注意ください。 

【申請の違いによる利用可能な手続一覧】 

代表者 会計責任者 代表者 会計責任者
○
○ ○
○ ○
○ ○

○※1 ○※1
○※2 ○※2
○ ○

資⾦管理団体届出事項の異動届 ○ ○
資⾦管理団体指定取消届 ○ ○
資⾦管理団体でなくなった旨の届 ○ ○

定期分 ○ ○
解散分 ○※1 ○※1

ID・パスワード⽅式

政治団体⽀部解散届
資⾦管理団体指定届

収⽀報告書

⼿続 公的個⼈認証⽅式

政治団体設⽴届
政治資⾦団体指定届
政治資⾦団体指定取消届
届出事項等の異動届
政治団体解散届

 

※１ 代表者、会計責任者による連名での電子署名が必要となります。 

※２ 政治団体の本部は、支部が解散したときは支部の代表者及び会計責任者であった

者に代わって、支部が解散した旨及びその年月日を届け出ることができます。 

政治資金 オンライン   
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政治資金関係申請・届出オンラインシステム新規利用者登録申込書 記載例 
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